
別冊 省エネルギー計算について 

交付申請書作成の手引き 

平成26年2月 

【はじめにお読みください】 

「公募要領」・「交付申請書作成の手引き」を全てご覧のうえ、交付申請書を
作成してください。 

平成25年度補正 
 

エネルギー使用合理化事業者支援事業 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算とは   

1.ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の範囲(申請単位)を特定する  

2.特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を 

 集約・把握 

3.既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する   

4.導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

5.省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 

 （原油換算）以上であることの確認   

まとめ 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果の計算例 

導入予定設備が照明器具のみの場合の記載方法(一例) 
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省エネルギー計算とは ① 

省エネルギー計算を行う為に 
 
まず事業者は、 
 
『事業を実施する工場・事業場等全体の1年間における 
 
エネルギー使用量（原油換算値）を把握する』 
 
必要があります。 
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エネルギー使用合理化事業者支援事業は 
 
「既設の設備・システムを置き換えることにより、 
 
事業を実施する工場・事業場等全体で 
 
省エネルギー率が1％以上、 
 
または省エネルギー量が500ｋｌ（原油換算）以上 
 
を達成すること」 という要件が設けられています。 

省エネルギー計算とは ② 
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省エネルギー計算は、以下の手順で進めて下さい。 

1．ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の範囲(申請単位)を特定する 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

4．導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

※ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は領収書等から集約する。 
※ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場の場合は「定期報告書の写し等（使用状況届出書）」でもよい。 

省エネルギー計算とは ③ 

手順 

5．省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 
 （原油換算）以上であることの確認 

3．既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 
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1．エネルギー管理の範囲(申請単位)を特定する 

「工場・事業場等」とは、省エネ法の工場・事業場及び 

エネルギー管理を一体となって行っていると判断できる単位 

のことをいう。 

エネルギー管理を一体となって行っている「工場・事業場」

とは。 

 

例えば 

①敷地内に工場と業務用ビルが併設されていて 

②工場で省エネ設備の置き換えを行う場合に 

③工場と業務用ビルで使用しているエネルギー（電気、 

 ガス、重油等）を1つの法人が一体で管理(=料金支払い) 

 している場合 

2 へ 

工場と業務用ビルが、「一体のエネルギー管理単位」 



料金 使用量 料金

昼間買電 夜間買電 合計

平成24年4月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

5月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

6月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

7月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

8月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

9月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

10月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

11月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

12月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

平成25年１月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

２月 46.2 15 61.2 740,047 2.5 157,975

３月 46.6 15.2 61.8 740,050 2.5 157,975

合計 554.8 180.2 735.0 8,880,567 30 1,895,700

昼夜割合 0.755 0.245

年間ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ 10,776,267

円

燃料評価単価＝年間エネルギーコスト／原油換算量
            ＝10,776,267／225.2
　　　　　　≒47,852

石油ガス

使用量

千kWh

電気

円 ｔ
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ｴﾈﾙｷﾞｰには、使用量の単位があり、例えば次のようになります。 
 
電気：  単位[ｋWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)] 
 
ガス(都市ガス)： 単位[㎥(ﾘｯﾎﾟｳﾒｰﾄﾙ)] 
 
灯油：  単位[㎘(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)]   等 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 

まとめ表の作成例 ※後ろには領収書など添付のこと。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ供給会社からの領収書には、使用量と金額が記載してあります。 

取替対象以外で使用しているエネルギーも含め、領収書の平成24年4月

～平成25年3月の毎月の使用量を確認し表に集約して集計することが、 

使用量の集約になります。 

交付申請書作成の手引き 添付1を参考にして下さい。 



ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の単位が各々で異なる為、

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(kWh、㎥等）を、 

原油換算（[㎘]単位）する必要があります。 

本事業では、『交付申請書類の実施計画書2-4「ｴﾈﾙｷﾞｰ

使用量の原油換算表」』にｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を入れると、 

自動的に、原油換算を行います。 

7 7 続く 

  の使用量に燃料、熱及び電気の換算係数を乗じて、 

各々の熱量[GJ（ｷﾞｶﾞｼﾞｭｰﾙ）]を求める。 

  を全て足し合わせて年間の合計使用熱量[GJ]を求める。 

  の1年度間の合計使用熱量[GJ]に、 

0.0258(原油換算係数[㎘/GJ])を乗じて、1年度間の 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(原油換算値)を求める。 

以上で、原油[㎘]換算が完了です。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握（前ページ参照）。 1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

5 

《参考》ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算の考え方 

2．特定した範囲内の年間の全てのｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を集約・把握 



２－４　エネルギー使用量の原油換算表

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0
液化石油ガス

(ＬＰＧ) ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0
石油系炭化水素

ガス 千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0
液化天然ガス

(ＬＮＧ) ｔ 54.6 0.0 0.0 0.0
その他可燃性天

然ガス 千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0

原料炭 ｔ 29 0.0 0.0 0.0

一般炭 ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0

無煙炭 ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0

都市ガス１３A 千ｍ３ 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 0.0 0.0 0.0

夜間買電 千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0

上記以外の買電 千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

自家発電 千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 0.0 0.0 0.0 0.0 -

GJ 0.0

kl ｂ c 0.0

kl/トン

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で
　　　　   適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ % （ｂ－ｃ）／ｂ

ｇ 0.0 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｉ 0.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

ｊ ％ 　ｉ／（Ａｈ－Ｂｈ）

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成24年度（実績） 平成26年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

生産量

燃
料
及
び
熱

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

揮発油（ガソリン） 0.0

ナフサ 0.0

灯油 0.0

軽油 0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 0.0

石油アスファルト 0.0

石油コークス 0.0

石油ガス
0.0

0.0

可燃性

天然ガス
0.0

0.0

石炭

0.0

0.0

0.0

石炭コークス 0.0

コールタール 0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

転炉ガス 0.0

その他の

燃料

0.0

0.0

0.0

産業用蒸気 0.0

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

冷水 0.0

電
気

一般電気

事業者
0.0

0.0

その他
0.0

0.0

自家発電以外の計 h

原油換算原単位

-

熱量合計 0.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

0.0

※グレー部分のみ入力可能。
※２－３「省エネルギー効果」を基に数値を合わせて入力すること。

Ah Bh Ch Dh
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電気 
使用量 
を記入 

ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

例えば 

都市ｶﾞｽ 
使用量 
を記入 

例えば 

「2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」に、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）を入力します。 

原油[㎘(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)] 

原油換算されたｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

が、自動計算されます。 

3へ 
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既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は、実測値が望ましい

が、申請時点に実測値をとっていない場合には、以下

のような考え方で計算する。 

● 

3．既設設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

× 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 年間稼働時間 
その他の稼働条件 
（負荷率等） 

× 

4へ 

消費ｴﾈﾙｷﾞｰの実測値が無い場合は、既設設備のカタ

ログ仕様書等の値を用いて、算出してもよい。 

 

稼働時間等は既設設備の「運転管理日誌」等の値をも

とにすることが望ましい。 

・ 

・ 

[kW]、[kl]、[㎥]等 [h]等 
[%]等 

稼働条件 
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導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は、以下のような考え方で計算する。 

導入設備のｶﾀﾛｸﾞ 
消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 

年間稼働時間 × × 
その他の稼働条件 
（負荷率等） 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ率1％または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量500kl以上を達成できる範囲内である
こと。 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果は、下の模式図のようになります。 

（イコール） 

運用実態や計算誤差を考慮し、安全率を加味する 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ率1％または省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果500klを超えていれば良い。 

4．導入設備の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算する 

5へ 

稼働条件 

※導入設備の稼働条件（年間稼働時間、その他の稼働条件）は、既設設備の稼働条件から 
  変更しても良い。 
※生産量や稼働時間等を単に減らすだけによる省エネ量を計算に入れないこと。生産量や 
  稼働時間等が減る見込みの場合は、過去の実績年度と同条件として計算する。 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

（マイナス） 
（実績値） 

（または算出値） 

生産量、稼働時間などベース
となる値は、整合していること。 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

[kW]、[kl]、[㎥]等 
[h]等 

[%]等 
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以上により導いた省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果を 

『交付申請書類の実施計画書2-4「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油

換算表』の右側に反映します。 

続く 

5．省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 
 （原油換算）以上であることの確認 



２－４　エネルギー使用量の原油換算表

使用量
A

販売した副生
エネルギーの

量 B

使用量
C

販売する副生
エネルギーの

量 D

差引後の熱量
(C-D)×換算係数

数値 数値 数値 数値 熱量（GJ）

トン ａ

ｋｌ 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｋｌ 41.9 27,830.0 0.0 27,830.0 0.0 1,166,077.0

ｔ 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
液化石油ガス

(ＬＰＧ) ｔ 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
石油系炭化水素

ガス 千ｍ３ 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
液化天然ガス

(ＬＮＧ) ｔ 54.6 0.0 0.0 2,729.0 0.0 149,003.4
その他可燃性天

然ガス 千ｍ３ 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

原料炭 ｔ 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

一般炭 ｔ 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無煙炭 ｔ 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｔ 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｍ３ 8.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

都市ガス１３A 千ｍ３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GＪ 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昼間買電 千ｋWh 9.97 240,000.0 2,000.0 213,750.0 2,000.0 2,111,147.5

夜間買電 千ｋWh 9.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上記以外の買電 千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自家発電 千ｋWh 9.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

千ｋWh - 240,000.0 2,000.0 213,750.0 2,000.0 -

GJ 3,426,227.9

kl ｂ c 88,396.7

kl/トン 29.47

（注） ・導入後のエネルギー使用量は、補助事業に係わるエネルギー消費量の差異のみを織り込む。

　　　 ・事業場への入出のエネルギー全てに関して記述すること。

　　　 ・蒸気、温水及び冷水の換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で
　　　　   適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができる。

　　　 ・導入後に生産量や稼働時間等が減る見込みがある場合、導入後の生産量は過去の実績年度と同じとすることとし、
　　　 　同条件として省エネルギー計算すること。

【省エネルギー効果】 ｆ 3.2 % （ｂ－ｃ）／ｂ

ｇ 2,907.9 kl 　ｂ-ｃ

【電力削減効果】 ｉ 26,250.0 千kWh （Ａｈ－Ｂｈ）－(Ｃｈ－Ｄｈ）

ｊ 11.0 ％ 　ｉ／（Ａｈ－Ｂｈ）

一般電気

事業者

その他

原油換算原単位 30.43

熱量合計 3,538,937.0

原油換算量
(10GJ=0.258kl)

91,304.6

産業用以外の蒸気 0.0

温水 0.0

電
気

2,372,860.0

0.0

0.0

0.0

自家発電以外の計 h

冷水 0.0

転炉ガス 0.0

その他の

燃料

0.0

0.0

0.0

産業用蒸気 0.0

コールタール 0.0

コークス炉ガス 0.0

高炉ガス 0.0

石炭

0.0

0.0

0.0

石炭コークス 0.0

0.0

Ａ重油 0.0

Ｂ・Ｃ重油 1,166,077.0

石油アスファルト 0.0

石油コークス

0.0

原油 0.0
原油のうちコンデンセート

（ＮＧＬ） 0.0

生産量 3,000.0

燃
料
及
び
熱

可燃性

天然ガス
0.0

揮発油（ガソリン）

平成26年度（導入後）

差引後の熱量
(A-B)×換算係数

熱量（GJ）

3,000.0

-

単位
換算
係数
(GJ/
単位)

平成24年度（実績）

0.0

0.0

ナフサ 0.0

0.0

石油ガス
0.0

0.0

灯油

軽油

※グレー部分のみ入力可能。
※２－３「省エネルギー効果」を基に数値を合わせて入力すること。

Ah Bh Ch Dh
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記入 
済み 

記入 
する 

例えば、電気を削減の場合 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

【省エネルギー効果】 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量と率が、自動計算されま

す。この値が重要。（次ページへ） 

「2-4ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」の右側（予定年間量）を入力します。 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が変わらない箇所は、同じ値を記入 

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績。工程2で記入済）か

ら、先ほど計算した「省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果」を 

引き算した数値  を記入。 
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「エネルギー使用合理化事業者支援事業」の申請条件は、 

すでにある設備・システムを置き換えることにより、 
事業を実施する工場・事業場等全体で 
 
省エネルギー率が1％以上、 
 
または省エネルギー量が500ｋｌ（原油換算）以上 
 
を達成すること 

であるので、 
 
前ページで自動計算された 
 
「省エネルギー効果（省エネルギー量）」が、 
 
下線部の条件（1%以上または500kl）を満たしていなければ、 
 
申請できません。 

上の条件は、 
比率（パーセンテージ） 

下の条件は、 
絶対量（大きさ） 

5．省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 
 （原油換算）以上であることの確認 
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 「比率（パーセンテージ）」の申請条件 

「事業を実施する工場・事業場等全体で省エネルギー率が1％

以上」とは、省エネルギー量が 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 

同じｴﾈﾙｷﾞｰ 
管理範囲内で 
使用された 
ｴﾈﾙｷﾞｰの全てを 

100% とする。 

これらｴﾈﾙｷﾞｰの積算を忘れがちなので注意！ 

手順1で計算した『工場と業務用ビルで使用されたｴﾈﾙｷﾞｰ全て』

と比較して1%以上であるということです。 

5．省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 
 （原油換算）以上であることの確認 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

 

両者の比較で、1% 以上
の省エネとなること。 



例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

例えば業務用 
ﾋﾞﾙで使用する 

ｶﾞｽ 

例えば 
工場 

で使用する 
重油 

15 

 「絶対量」の申請条件 

「省エネルギー量が500kl（原油換算）以上あること」とは、 

既設設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ量 

導入設備の年間 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
（例えば電気） 

量が、 
500kl（原油換算） 
以上あること 

削減予定のエネルギー量が500kl以上あるということです。 

5．省ｴﾈﾙｷﾞｰ率が1％以上、または省ｴﾈﾙｷﾞｰ量が500Kl 
 （原油換算）以上であることの確認 

置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 
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1．省ｴﾈﾙｷﾞｰ計算とは 
 
  特定したｴﾈﾙｷﾞｰ管理範囲内で、使用ｴﾈﾙｷﾞｰ削減（省ｴﾈ）   
  が何％ぐらいできるか 
 
  を、算出する計算と計算過程のこと。 

まとめ 

省エネルギー計算についてまとめます。 

2．特定したｴﾈﾙｷﾞｰ管理範囲内で使用するｴﾈﾙｷﾞｰ全てが 
   比較対象の母数。 

3．省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果（原油換算[㎘]）は、生産量、稼働時間など 
  ベースとなる値を整合したうえで、置き換える既設設備と 
  導入設備の使用ｴﾈﾙｷﾞｰ量の引き算で求める。 

※置き換え対象設備以外の年間ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の積算を忘れがちなので注意！ 

※省ｴﾈﾙｷﾞｰ量は最終的には原油（[㎘]単位）に換算すること。 

4．採択後に行う省エネ事業で必達となる省エネルギー量は、 
  「申請時の省エネルギー効果[㎘](10,12ﾍﾟｰｼﾞ)」です。 

工場・事業場等における1%以上または500kl以上の省エネは、

申請条件の1つです。 
採択された場合、事業完了から1年間、省エネ設備の実測ﾃﾞｰﾀ

を取得してください。この実測ﾃﾞｰﾀをもとに算出する省エネル

ギー量(実績)が「申請時の省エネルギー効果」と同値か、超えて
いる必要があります。 

この点に注意して、省エネルギー計算を行ってください。 

※ 

 
※ 

 

 
 

※ 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果の計算例を記載します。 
 
 
 
  ▼ｹｰｽ1 照明を高効率照明に置き換える場合 
 
 
 
  ▼ｹｰｽ2 空調機を高効率空調機に置き換える場合 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果の計算例 
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ｹｰｽ1 照明を高効率照明に置き換える場合 

（仕様例） 

 参考機器名 

 消費電力  

仕様例の参考機器を導入予定の場合 

【既設設備】 

 200W電球 

 200W（ﾜｯﾄ） 

【導入設備】 

  200W型LED 

  40W 

年間稼働時間 3,000ｈ（ｱﾜｰ） ※[h]は1時間を表す単位 

置き換え台数 24台 

既設照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）は 

200W 3,000h/年 24台 × × 

消費電力 年間稼働時間 導入台数 

＝ 14,400,000[Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 

導入する照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（予定年間量）は 

＝ 2,880,000[Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 

40W 3,000h/年 24台 × × 

消費電力 年間稼働時間 導入台数 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

既設照明のｴﾈﾙｷﾞｰ
使用量（実績） 

導入する照明のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量 
（予定年間量） （マイナス） 

14,400,000[Wh/年] － 2,880,000[Wh/年] 

＝ 11,520,000 [Wh/年] 

さらに運用実態や計算誤差を考慮し、裕度(安全率)を加味
します。 

例えば、10%（=0.1）を加味する場合 

11,520,000 [Wh/年] × （1―0.1） 

＝ 10,368,000 [Wh/年]  

≒   10.3［千kWh/年］ 

（補足）単位について 

[Wh]で使用量の桁数が大きすぎる場合は、[千kWh]で表示します。 

※実施計画表2-4「ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」は単位[千kWh]を使用

しています。 

1,000,000[Wh] ＝ 1[千kWh] 

※k(ｷﾛ)は1,000倍の意味。千倍×千倍で1[千kWh］となります。 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 
※この数値は必達です。 

安全率 
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《照明のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の計算式》 

消費電力 
［W］ 

× 年間稼働時間 
［h(ｱﾜｰ)/年］ 

× 導入台数［台］ 

＝ 導入設備のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(予定年間量) 
   [Wh(ﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] または [千kWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] 

まとめ 

※照明の場合は、 
実施計画書5-1「既存設備と導入設備の比較表」を作って 
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を計算することができます。 
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ｹｰｽ2 空調を高効率空調に置き換える場合 

（仕様例） 
 参考機器名 
 
  
 冷房能力 
 暖房能力 
 
 冷房定格消費電力 
 
 暖房定格消費電力 
 
 冷房COP 
 暖房COP 

仕様例の参考機器を導入予定の場合 

（消費ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

（消費ｴﾈﾙｷﾞｰ） 

【既設設備】 
AAA**ZZ 
 
 
20[kW] 
24[kW] 
 
8[kW] 
 
10[kW] 
 
2.5 
2.4 

【導入設備】 
ABC**XY 
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ) 
 
20[kW] 
24[kW] 
 
5[kW] 
 
6[kW] 
 
4.0 
4.0 

稼働時間 次ページ表参照 
置き換え台数 10台 
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空調は、年間を通じて気温変化により、負荷率が変わる。 
季節ごと月毎等に、負荷率を過去実績などから算定し、 
考慮する必要がある。 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

負荷率 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 

定格消
費電力
[ｋW] 

8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 

運転 冷
房 

冷
房 

冷
房 

冷
房  

冷
房 

冷
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

運転時
間【h】 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

運転 
台数 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使
用量 

負荷率0.4の冷房運転を3ヶ月、負荷率0.8の冷房運転を3ヶ月 
負荷率0.4の暖房運転を3ヶ月、負荷率0.8の暖房運転を3ヶ月 

129,600 [kWh/年] 

12,800 6,400 6,400 12,800 12,800 6,400 16,000 8,000 8,000 16,000 16,000 8,000 

既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量合計（実績） 

定格消費 
電力［kW］ × 

運転稼働 
時間 

［h(ｱﾜｰ)/年］ 
× 

導入台数
［台］ × 負荷率 ｛ ｝ 

上記計算を、冷房/暖房別、負荷率別ごとに繰り返して合計する。 

例えば過去実績が、以下のようであるとする。 
既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（実績）は以下の通り。 
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導入する空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（予定年間量）は、 
以下の通り。 

負荷率0.4の冷房運転を3ヶ月、負荷率0.8の冷房運転を3ヶ月 
負荷率0.4の暖房運転を3ヶ月、負荷率0.8の暖房運転を3ヶ月 

※運転条件は、既設空調設備の条件と同じ。 

79,200 [kWh/年] 導入(予定)空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量合計(予定年間量) 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

負荷率 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.4 

定格消
費電力
[ｋW] 

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

運転 冷
房 

冷
房 

冷
房 

冷
房  

冷
房 

冷
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

暖
房 

運転時
間【h】 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

運転 
台数 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使
用量 

8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 9,600 4,800 4,800 9,600 9,600 4,800 

※既設と導入の空調の能力が異なる場合や、運転条件が
異なる場合は、導入前後で負荷率が変わることがあるので
注意。 
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省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 

既設空調のｴﾈﾙｷﾞｰ
使用量（実績） 

導入する空調のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ使用量 
（予定年間量） （マイナス） 

129,600[kWh/年]  －  79,200[kWh/年] 

＝ 50,400 [kWh/年] 

さらに運用実態や計算誤差を考慮し裕度(安全率)を加味
します。 

例えば、10%（=0.1）を加味する場合 

50,400 [kWh/年] × （1―0.1） 

＝ 45,360 [kWh/年]  

≒   45.3［千kWh/年］ 

安全率 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果 
※この数値は必達です。 
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《空調のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の計算式》 

『冷房/暖房別、負荷率別ごと計算』の足し上げ 

↑上記計算を、冷房/暖房別、負荷率別ごとに繰り返す 

導入設備のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(予定年間量)  
[kWh(ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ)/年] ＝ 

定格消費 
電力 
［kW］ 

× 
運転稼働 
時間 

［h(ｱﾜｰ)/年］ 
× 

導入 
台数［台］ × 負荷率 ｛ ｝ 

まとめ 
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導入予定設備が照明器具のみの場合の、 
「実施計画書 2－3 省エネルギー効果」の書き方の一例です。 

導入予定設備が照明器具のみの場合の
記載方法（一例） 
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実施計画書 2－3 省エネルギー効果 
（1）省エネルギー量および電力削減量の算出根拠 
※それぞれのエネルギー使用量の増減を、計算に用いた定数や式等を具体的に示して、 
出来るだけ詳しく記入すること。 
 
①事業場の省エネルギー量 16.4kl／年 省エネルギー率7.3%（裕度(安全率)10%を考慮） 
②事業場の電力削減量 65.0千kWh／年 電力削減率22.0%（裕度(安全率)10%を考慮） 
 
 
 
 
 
 
(既設設備の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量と、導入予定設備の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量について)別添の詳細計算書より、
省エネ量は以下のようになる。 
 
1．既設照明の電力消費量  295,000kWh／年 
                  （昼：222,725kWh、夜：72,275kWh） 
 
2．導入後の照明の電力消費量 222,800kWh／年 
 
3．電力削減量  295,000－222,800 ＝ 72,200kWh／年 
 （事業場の電力削減量）72,200(kWh／年)×0.9※注 ＝ 64,980(kWh／年) 
                                       ≒ 65.0(千kWh／年) 
                                        （22.0%） 
                           ※注）計算誤差を考慮し、裕度を10%みている。 
 
4．省エネルギー量（原油換算） 
  なお、本事業所では昼間買電と夜間買電を契約しており、その比率は、平成24年度 
  実績より、昼間0.755、夜間0.245である。 
 
  ・（昼間削減分）72,200(kWh／年)×0.755×0.9※注 ≒ 49,060(kWh／年) 
   （導入後昼間消費量）222,725(kWh／年)－49,060(kWh／年)＝173,665(kWh／年) 
                                   ≒173.67(千kWh／年) 
   （原油換算）49,060(kWh／年)×0.00997(GJ／kWh)×0.0258(kl／GJ) 
         ≒ 12.62kl／年 
 
  ・（夜間削減分）72,200(kWh／年)×0.245×0.9※注 ≒ 15,920(kWh／年) 
   （導入後夜間消費量）72,275(kWh／年)－15,920(kWh／年)＝56,355(kWh／年) 
                                   ≒56.36(千kWh／年) 
   （原油換算）15,920(kWh／年)×0.00928(GJ／kWh)×0.0258(kl／GJ) 
         ≒ 3.81kl／年 
 
  ・合計 12.62＋3.81 ＝ 16.43 ≒ 16.4kl／年 
                  （7.3%）  
 
   ※注）計算誤差を考慮し、裕度を10%みている。 

①事業場の省ｴﾈﾙｷﾞｰ量と省ｴﾈﾙｷﾞｰ率、②事業場の電力

削減量と電力削減率は、「実施計画書2－4．ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

の原油換算表」を使って自動計算で算出のうえ、転記する。 

詳細計算書は、任意書式の別紙としてもよい。例えば、導入

予定設備が照明器具のみであれば「実施計画書5－1.既存

設備と導入設備の比較表」を参照するようにして、詳細計算

の説明を行ってもよい。 

エネルギー使用量の原油

換算表の導入後へ入力 

エネルギー使用量の原油

換算表の導入後へ入力 

ガス、灯油等、他に使用しているエネルギーも全て、

「実施計画書2－4．ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の原油換算表」

に入力して省エネルギー率を算出する。 
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メモ欄 
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